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Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

１．岩手保健医療大学の教育理念         

本学は、平成 29(2017)年 4 月「人々の生活と健康を高めようとするケア・スピリットを持

った保健医療人として社会に貢献できる専門職業人を育成すること」を建学の精神として開

学し、看護基礎教育を開始した。また、設置に当たっては、ヘルスケアに携わる人材養成と

同時に地域に開かれた教育研究の拠点として、近隣の保健医療・看護関係諸機関・地域住民

に貢献する活動も併せ行い、また、その声を教育に反映させることを重視してきた。  

 

 

２．設置の趣旨と設置を必要とする理由    

１）本学研究科の設置の趣旨 

中央教育審議会答申(平成 17 年 9 月：新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育

の構築に向けて－)には、大学院に求められる人材養成機能として、(1)創造性豊かな優れた

研究・開発能力を持つ研究者等の養成、(2)高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の

養成、(3)確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた大学教員の養成、(4)知識基盤社会を多様

に支える高度で知的な素養のある人材の養成の 4 点が謳われている。この中で修士課程の目

的・役割としては、「幅広く深い学識の涵養を図り、研究能力や高度の専門的な職業を担うた

めの卓越した能力を培う」としている。 

本学に設置する看護学研究科看護学専攻は、上記のうち、(4)の機能に基づいて「基礎およ

び応用看護学の教育・研究によって、幅広い視野と種々の看護問題への優れた対応能力を培

い、保健・医療・福祉現場や教育・行政をはじめとする知識基盤社会を多様に支える高度で

知的な素養のある人材」を養成することを目指したいと考えている。 

 

２）岩手県の保健・医療の状況 

本学が所在する岩手県においては、看護系大学は 19 年振りの平成 29(2017)年にやっと 1

大学から 3 大学になったものの、看護系の大学院は 1 校しかなく、看護系の専門職集団とし

て、研究者も高度専門職業人も少なく、看護学教育の過疎地といっても過言ではない状況に

ある。 

 また、岩手県は、平成 23(2011)年に未曾有の震災を経験し、すでに 9 年以上経過している

にもかかわらず、いまだ復興にはほど遠い段階にあり、被災地域の住民の健康問題に関して

も解決しなくてはならない課題が山積したままである。 

震災以降、医療過疎や医療偏在の問題は、ますます悪化するばかりであり、健康支援のニ

ーズも多様化してきている。例えば、人口減少のスピードは甚だしく、総務省の人口推計に

よれば、岩手県の自然減では平成 29 年 10 月から平成 30 年 9 月までの出生数が 7,730 名、
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死亡者数が 17,426 名であり、わが国総人口に対する増減率は-0.77％となり、全国で 4 番目

に高値を示している。また、社会減では転入者が 24,341 名、転出者が 28,750 名で増減率は

-0.35％とこれも全国で 4 番目に高い数値を示している。さらに、全国平均を上回って推移し

てきた本県の高齢化率は、高齢者の健康問題や孤独死にもつながる単独世帯の増加といった

新たな問題を提示している。 

また岩手県は、人口当たりの医師数、1 キロ平方面積当たりの医師数ともに全国 47 位の少

なさであることから、必要な時に医療にかかることが難しい妊産婦、地域の慢性疾患や難病

を抱える人、急変しやすい乳幼児を育てる親への支援の不足などが顕著である。 

一方、医療現場においては、岩手県に限らず全国的にも医療機能の分化が進み、急性期病

院の在院日数は、大幅に短縮している。治療(cure)を中心にした医療の在り方に代わって、

入院から退院後の患者・家族の生活まで看護(care)に当たる看護職への期待は、医師不足の

地方都市であればなおさら大きいものがある。こうした幅広い健康課題に医療の現場におい

て適切に対応でき、患者・家族の支援ができる能力、地域医療連携の要としての役割が看護

職に求められており、それらに対応するためには、専門性の高い修士レベルのリーダーの存

在が不可欠である。 

人々の健康を守り、生活の質の向上を促進するための看護学や臨床看護実践の発展は、岩

手県にとって重要な課題であり、地域における看護学教育の底上げを行うためにも、本学が

大学院教育を開始することには重要な意義があるものと考えている。 

【資料１：県内看護職養成施設配置図】 

【資料２：岩手県の高齢化率の推移】 

【資料３：岩手県市町村別高齢化率】 

【資料４：岩手県の世帯人員割合】 

【資料５：岩手県の年齢別人口に占める単独世帯割合】 

【資料６：人口当たり医師数の状況】 

【資料７：都道府県別 1k ㎡当たり医師数】 

【資料８：東日本大震災津波による医療提供施設の被災及び再開状況】 

【資料９：分娩医療機関数の推移】 

 

３）看護職者の置かれた状況 

看護職員の置かれた労働環境を抜きに看護師不足問題は解決できないとはいうものの、正

規雇用の看護職員の中途退職率や新卒看護職員の離職率は、平成 28(2016)年には、それぞれ

10.9％、7.8％の高さで推移しており、離職率は、大都市より地方、大病院より中小・個人病

院に多いのも岩手県の特徴である。また、看護師が大学の附属病院や大規模病院に集中する

ことで、都市と地方における看護師の偏在が顕著になっている。看護職員が大学附属病院や

大規模病院のある中央都市に集中する理由の一つとして、卒後臨床教育の機会がより多くあ
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ることや研修内容が充実していること等が挙げられ、このことは、看護職員の離職理由から

も窺い知ることができる。従来から言われている「交代制勤務などによる労働負担」「労働内

容に比べての賃金の安さ」等への不満だけではなく、「基礎教育終了時点の能力と現場で求め

られる能力とのギャップ」「看護職員に従来よりも、さらに高い能力が求められていること」

「自分が医療事故を起こすのではないかとの不安」「現場での新卒看護職員に対する計画的

な教育体制が整っていないこと」等、看護職自らの知識・能力への不安や自信の欠如が挙げ

られている。このような中、地方の中小規模病院が看護職員にとって魅力ある職場となり、

離職をしない職場となるためには、卒後教育を含めた施設内の看護教育研修の充実を図るこ

とが極めて重要な課題である。 

しかしながら、現状では地方の中小規模病院の多くは、卒後教育の運営を含め、教育プロ

グラムを立案・実施していくための人材の確保に課題があり、地域連携や中央大規模病院で

実施されている教育研修への参加によって賄おうとしても、岩手県のように広大な面積に遍

在する医療圏では、派遣に費用と時間がかかり、適時に職員を研修させることは難しい状況

にある。 

【資料１０：病院看護職員の離職率の推移】 

【資料１１：新人看護職員離職の理由】 

 

４）大学院設置の必要性 

岩手県は、北海道に次ぐ広大な面積を有しており、交通網も発達していない。東北新幹線

では、盛岡―東京間は 2 時間 10 分で到達するが、他方、盛岡と久慈、宮古、釜石、大船渡等

の沿岸部の市町村間は、県内でありながらいずれも 2 時間 30 分から 3 時間を要し、列車の

運行本数も限られていることから、通勤、通学は容易ではない。こうした岩手県の地理的状

況を勘案すると、各病院機関において組織の規模と条件に合わせた研修内容・時間・対象を

設定し、個々に計画・実施していく方法が望ましいと考える。そのためには、それができる

教育者や組織管理者の養成と配置が必要である。本学大学院では、遠隔教育の技法も取入れ

て、最先端の看護の専門知識やスキルの学び直しと、看護職集団(者)に対する卒後教育・研

修の企画・運営能力を備えた人材の養成を目指す。 

 本学は、これらの課題に対応できる高い課題解決能力と、科学や理論に裏打ちされた看護

の実践能力、先進の看護成果を看護職集団に教育する能力、自ら看護研究に取組む能力を備

えた人材を育てる大学院を設置したいと考えている。 

 

 

３．大学院の教育目的と目標 

１）教育目的 

本学は、開学して未だ 3 年ではあるが、看護関係の講演会、講習会、看護学生の看護実習



4 

 

打合せ、看護研究コンサルテーション等をとおし、臨床現場の看護職の中で、現場の看護研

究を指導・推進する人材や専門職者間の相互教育、新人看護者の継続教育を担う人材の必要

性を訴える声を多く聞いている。 

また、本学は、看護基礎教育においても「科学に裏付けられた看護研究の探究」と「幅広

く深い専門知識・能力、論理的思考を看護実践に応用する能力」の涵養を目標に、現在もそ

の実績を積み重ねている。これらの観点から学修してきた本学の卒業生が、医療現場で活躍

するようになれば、いくらかの貢献が可能かと思われるが、より高いレベルで医療現場にお

いてリーダーシップを発揮できる、幅広い視野と種々の看護問題への対応能力を備えた人材

の育成は急務の課題であり、これらに応えるためにも本学の大学院の設置は、意義あるもの

と考える。    

 

２）育成しようとする人材像 

以上のような日本社会、とりわけ岩手県の現状を踏まえ、本学が設置する大学院看護学研

究科は、21 世紀の我が国における看護学領域の研究と多様化する高度医療ニーズに対応でき

る人材として、確かな医療や看護の倫理観を備え、広い視野と深い人間理解に基づき、保健、

医療、福祉等の幅広い知識と看護実践力を身につけた看護専門職者を育成する。すなわち、

大学院研究科で育成しようとする具体的人材は、以下のとおりである。 

 

① 広い視野と深い人間理解に基づき、臨床実践力に裏付けられた看護学の教育能力を発揮

できる人材 

次代を担う看護学生の教育指導及び臨床現場におけるスタッフ教育を担い、看護集団の

質を高め、自ら先導していくことのできる看護職者は専門職集団においては必須である。

そのためには広い視野を持ち、深い人間理解に基づく教育者としての視点を身につけた人

材の育成が必要である。本学研究科では、臨床現場に合致した看護学教育を主導できる人

材の育成を目指す。 

 

② 健康に対する社会的ニーズを認識し、課題解決のために科学的探究心に根差した研究能

力を発揮できる人材 

医療技術の進歩により、病院などの施設では専門領域に特化した高度な実践能力が求め

られる。その一方で、疾病構造の変化による慢性疾患が増加し、在宅で長期の療養生活を

送る人々の数が増加しており、看護実践者には、多種多様な知識・技術と高い判断力、臨

床推論が求められる。よって、看護者は、常に自らの看護実践や業務の点検・評価を行い、

看護や医療の質の維持・向上に努める必要がある。よって、本研究科では、幅広い健康問

題に関与でき、それらの課題解決のために科学的探究心に根差し、独自に臨床においても

看護研究を展開できる研究力を備えた人材の育成を目指す。 
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③ 社会の多様な状況に応じた看護を提供するために、高い倫理観に基づいた看護の専門性

を発揮できる人材 

社会や科学が高度に拡大・発展し、医学の飛躍的な進歩に伴う生命や生活に対する価値

観が変化している中で、医療現場も多様化している。ヒトはいつから人としての権利と尊

厳が保障されるのか、治療・ケアについて合意形成をどのように進めるか、積極的治療の

終了をどのようなプロセスで決めるのか、患者・家族の意思決定をどのように支援するか、

人間の尊厳とは何か、脳死はどのような意味で人の死とみなすのかなど、これらの判断に

は医学的・看護学的・社会学的な多方面の情報を把握し理解する能力、当該問題を分析し、

組立てる論理的思考力、基本的倫理学の理解と応用力が求められる。 

さらに、病状の変化や起こりうる事態を予測した上で予防策を講じることのできる専門

職としての対応、ヘルス・プロモーション、自立生活支援を推進する能力も求められてい

る。本研究科では、看護職集団のみならず多職種チームの中でも日常的に扱う臨床上の課

題に対して、倫理的アプローチができる看護の専門性に優れた人材の育成を目指す。 

 

④ 住民を含めた多職種連携チームの要となる看護の専門性に優れた人材  

情報化が進み、組織の在り方が大きく変わっていく中で、保健・医療・福祉の場面にお

いては、看護職の高い組織統率力を発揮することや、どの領域でも幅広く実践ができ、医

療施設と地域をつなげる橋渡し役ができる能力が求められる。本研究科では、多くの専門

職及び専門職外との連携において、組織の一員としてスムースな連携をとることのできる、

看護の専門性に優れた人材の育成を目指す。 

 

⑤ 保健・医療・福祉の分野の種々の課題に対し、判断力、調整力、改革力を伴う優れた

看護の管理能力を発揮できる人材 

疾病構造が急性期から慢性期へと変化するとともに、複数疾患を持つ患者像が複雑・多

様化し、求められる医療や看護も予防・治療・看取りへとその幅と領域が拡大している。

医療提供体制も、地域包括ケアシステムの構築など大きくシフト転換を図り、看護管理者

に求められる役割や能力も拡大してきている。病院看護管理者が地域まで視野を広げ、関

連諸機関や多職種の人たちと連携、調整、関係を築きながら、より総合的な看護を提供す

ることが求められている。本研究科では、その要となる有能な看護の管理能力を発揮でき

る人材の育成を目指す。 

 

3）ディプロマ・ポリシー(学位授与方針) 

 以上を踏まえ、本大学院のディプロマ・ポリシーを次のとおりとする。 

①  広い視野と深い人間理解に基づく臨床実践能力と看護学の教育能力を有している。 

② 健康に対する社会的ニーズを認識し、課題解決のために科学的探究心に根差した研究能
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力を有している。 

③ 社会の多様な状況に応じた看護を提供するために、高い倫理観に基づいた看護実践能力

を有している。 

④ 保健・医療・福祉チームの一員として、多職種集団と連携できる能力を有している。 

⑤ 保健・医療・福祉の分野の種々の課題に対し、判断力、調整力、改革力を伴う優れた看

護の管理能力を有している。 

  

  

 

Ⅱ 大学院の特色 

１．本学大学院研究科の特色 

当面、本学は、大学院修士課程として、看護学研究科看護学専攻を設置し、岩手県におけ

る臨床看護研究、臨床看護教育、臨床看護実践力、チーム医療の推進、看護管理領域の強化

を目指すこととし、「基礎・地域連携看護学領域」「臨床・応用看護学領域」「看護管理学領域」

の 3 つの看護学専門領域を設け、教育を展開する。 

 

 

２．学生確保の見通し 

学生の確保については、病院等医療機関管理者への聴き取り、病院等医療機関の看護職、

専修学校の教員及び本学看護学科学生へのアンケート調査の結果から、学生の確保は、十分

可能と考えている。 

これらのアンケート調査等の結果は、以下のとおりである。 

 

１）病院等医療機関管理者 

 平成 30(2018)年 10 月に、本学における大学院設置構想を検討する前段階として、岩手県

に看護系大学院を新設することについて、看護界にそのニーズの有無を主だった医療施設 11

か所の看護管理者(総看護師長、看護部長)及び県内の 11 か所の看護学校教育責任者(教務主

任、学校副校長)に対して、聴き取り調査を行った。 

 主な質問内容は、①施設での看護研究の取り組み状況、②看護系大学院修了者の採用の意

向と専攻分野、③大学院進学のための支援システムについて、であった。  

 ①については、施設内での看護研究に「積極的に取り組んでいる」とした施設は 3 施設

(14％)であり、「あまり取り組めていない」、「全く取り組めていない」は 9 施設(41％)であっ

た。 

 ②については、大学院修了者を採用したいと考えている管理者は「考えている」5 施設 
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(28％)、「少しは考えている」8 施設(44％)であった。また、「採用したい、又は需要が高いと

考える専攻分野」では、「論文コース(在宅看護：9 件、高齢者看護：8 件、看護管理：7 件、

看護教育：7 件)」13 施設(73％)、「CNS 等専門看護師コース(感染、在宅、家族、高齢者、

がん、慢性)」6 施設(27％)であった。 

 ③進学する際に、あったらよいと思う支援システムについては、土日開講 18 件、オンライ

ン授業 15 件、授業料減免等の支援 10 件、就業年数延長システム 9 件、昼夜開講 8 件等であ

った。 

 以上のことから、岩手県での大学院修士課程修了者の受け皿は、十分とは言えないものの、

看護の管理能力を備えた人材の配置が要望されていることから、施設における修士課程修了

者の活躍の場は、研究推進者や教育者であることが確認でき、この方向性に沿った大学院の

設置を検討してきた。 

【資料１２：大学院構想についての岩手県内のニーズ調査(予備調査)、結果表】 

 

２）病院等医療機関の看護職者等の進学意向 

 本大学院を設置するに当たり、令和元(2019)年 11 月、学生確保の可能性や本学が構想し

ている計画の妥当性について、本大学院の設置構想の概要を明示し、岩手県及び青森県内の

病院等医療機関の看護職並びに岩手県内の看護系専修学校の教員に対しアンケート調査(進

学意向調査)を実施した。 

病院等医療機関については、岩手県内病院(29 施設)、青森県内病院(30 施設)の 59 施設に

は各施設 10 人分を、岩手県内専門学校(10 校)には各 4 人分のアンケート調査をお願いした。 

回答が得られた病院等医療機関については、岩手県内病院は 17 施設で 131 人、青森県内

病院 10 施設で 73 人、岩手県内専門学校は 5 校で 13 人の計 217 人から回答があり、回収率

は、34.4％であった。 

その結果、進学を希望するかどうかについては、「進学を希望」2 人(0.9％)、「一応進学を

考える」39 人(18.0％)、「今後何年か仕事をしてから進学したい」17 人(7.8％)であり、進学

意向のあると回答した者は、58 人(26.7％)であった。 

大学院進学を希望する理由を質問したところ、「自らのキャリアアップにつながるから」が

42 人(72.4％)、「看護の専門性を高めたいから」41 人(70.7％)、「資格につながるから」13 人

(22.4％)との回答(複数回答)であった。 

 また、進学して専攻したい研究領域に関しては、「基礎・地域連携看護学領域」を選んだ

者が 28 人(48.3％)、「臨床・応用看護学領域」が 22 人(37.9％)、「看護管理学領域」が 22 人

(37.9％)であった。 

病院等医療機関の看護職等(以下「社会人」)の進学希望等の状況は、以上のとおりである

が、社会人にとってのキャリアアップや就業現場の課題解決につながるような魅力あるカリ

キュラムを提示し、医療施設や看護者に対して広報していくことにより定員を確保していき
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たい。 

また、岩手県における看護教育のレベルアップの重要性はすでに述べたが、広く東北地方

として捉えても、大学院の数も限られる中、社会的な必要性は高い。アンケートの結果を見

ても、臨床現場の看護師や看護専修学校の教員が自らのキャリアアップや専門性の向上の必

要性を感じ進学を考えている者も多く、働きながら学修が進められる条件が整えば、さらに

需要は高まるものと考えている。 

           【資料１３－１：医療機関及び専修学校教員用アンケート用紙】  

【資料１３－２：医療機関及び専修学校教員用アンケート結果】 

 

３）本学看護学科の学生の進学意向 

上記と同様の調査を、令和元(2019)年 11 月、本学の看護学部に在籍している 1～3 年次生

205 人(1 年生 60 人、2 年生 84 人、3 年生 61 人)を対象として、その意向を調査した。196

人から回答があり、回収率は 95.6％であった。 

 その結果、「卒業後すぐに進学を希望する」6 人(3.1％)、「一応進学を考える」17 名(8.7％)、

「今後何年か仕事をしてから進学したい」13 人(6.6％)と進学意向があると回答した者が、

36 人(18.4％)であった。 

 また、進学して専攻したい研究領域に関しては、「基礎・地域連携看護学領域」を選んだ

者が 10 人(27.8％)、「臨床・応用看護学領域」が 23 人(63.9％)、「看護管理学領域」が 12

人(33.3％)であった。(重複回答あり) 

 以上のことから、卒業後直ちに進学を考えている者もおり、看護学の学修を進める中で、

さらに高度な知識等の必要性を感じている学生も多くいることが確認できた。 

【資料１４－１：在学生用アンケート用紙】 

【資料１４－２：在学生用アンケート結果】 

 

 以上のような調査の結果から、本大学院研究科が構想している「基礎・地域連携看護学領

域」「臨床・応用看護学領域」「看護管理学領域」の 3 つの研究領域の設定は、岩手県の現

状を踏まえると妥当な計画であるものと考えている。 

 また、前述の病院等医療機関管理者からの聴き取り調査における、進学する際の修学支援

に関するアンケート調査結果を見ると、オンライン授業の実施を望む声は大きく、県土の広

い岩手県においては、Web を用いた Zoom による研究課題の遠隔指導や講義、LMS や Google 

classroom 等を活用した資料の事前配布、課題提出などのオンライン授業を実施することに

より、特に社会人の入学が十分に期待できるものと分析している。なお、本学では、学部教

育においても既にタブレットを使ったデジタル教科書を導入しており、大学院教育において

も教員並びに本学看護学科からの進学者にとってスムースな移行ができるものと考えている。 
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一方、本学大学院は、盛岡駅西口から徒歩５分の好立地に位置し、盛岡市内や県内の主要

都市からの通学至便の地にある。また、看護系大学院が設置されていない、岩手県隣接の青

森県三八上北地域や秋田県内陸地域からも十分通学可能な圏内にある。 

以上のように、遠隔授業等の効果的な利用や土曜日開講、地理的利点などにより、県内は

もとより近隣の北東北地域からの進学が期待され、入学定員３名の確保は十分可能であると

考えている。 

 

３．修了後の進路 

本大学院は、主として現任の看護師や専修学校の教員を対象としている。したがって、大

学院を修了した学生は、本大学院の学修をとおして高めた研究力や教育力さらには管理能力

を活かして自らの臨床の場に戻り、看護職集団において日々の看護実践の質を高める牽引役

として活躍するとともに、研究的な手法を用いて、臨床実践の場の課題に取組み、さらには

多職種との連携・調整の役割を果たすことも期待される。 

また、看護管理学領域を修了した者は「認定看護管理者認定審査」の受験資格が得られる

ことから、質の高い組織的看護サービスを提供すると同時に、看護管理者としての資質と看

護の水準の向上に大きく貢献していくものと思われる。 

さらに、専修学校の教員で本学大学院に進学し修了した学生は、専修学校に戻って本大学院

で学修した教育方法及び研究方法を基盤にした科学的根拠に基づいた、より高いレベルの看

護学教育を実施するとともに、研究者として継続的に研究に取組むことが期待される。 

一方、本大学院修士課程を修了後、博士後期課程に進学しさらなる研究を深めることによ

って、本学をはじめ他大学の教員や看護学の研究者を目指す者が出てくることも期待される。

こうした学生に対しては、研究指導教員が適切で丁寧なアドバイス等の支援をしていく所存

である。 

  

 

Ⅲ 博士課程設置等の構想 

本学大学院研究科は、主として地域の種々の看護課題や医療・福祉現場や教育、行政をは

じめとする基盤社会を支える実践的な力を養う、研究能力を持った看護専門職の育成である。

このことから、当面修士課程の設置と設置後の教育に全力を注ぎ、博士課程の設置について

は、今後の地域社会の要請、修士課程教育の進展状況、学生の需要などを見極めながら、慎

重に検討をしていきたいと考えている。 
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Ⅳ 大学院、研究科等の名称及び学位の名称 

１．大学院の名称 

本大学院は、学校教育法第 97 条に基づき、岩手保健医療大学に設置するものであること

から、名称は岩手保健医療大学大学院とする。 

 なお、大学院の名称の英訳は、 

「Iwate University of Health and Medical Sciences Graduate School」とする。 

 

２．研究科及び専攻の名称 

 本大学院研究科は、看護学部看護学科を基礎として設置するものであり、研究対象となる

学問分野は「看護学」であることから、研究科の名称を「看護学研究科」とし、専攻名称は

「看護学専攻」とする。 

英訳名称は、看護学研究科を「Graduate School of Nursing Science」とし、 

看護学専攻は、「Master’s Program in Nursing Science」とする。 

 

３．学位の名称 

学位の名称は、「修士(看護学)」とし、英語名称は、 

「Master of Science in Nursing」 とする。 

   

 

 

Ⅴ 教育課程の編成の考え方及び特色 

１．教育課程編成の考え方 

授業科目は、すべての学生が共通して履修する「共通科目」と、看護の各分野別の「専門

科目」、研究力養成のための「研究科目」で構成する。 

本研究科の看護学専攻では、看護学の教育能力、科学的探究心に根差した研究能力、高い

看護倫理観に基づいた看護実践能力、多職種集団の中で看護の専門性を発揮できる能力、看

護の管理能力を持つ人材の養成を目的とすることから、この目的を達成するため、下記 2．

のカリキュラム・ポリシーに基づき、下記 3．のような教育課程を編成している。 

 

＜単位の考え方＞ 

本研究科においては、学修の量や質を担保するため、「講義科目」及び「演習科目」は、15 

時間を 1 単位として設定している。また、「研究科目」は、2 年次の通年の演習科目であり 1

年次の学びを生かし、研究論文作成のために学生の指導に必要と予測される標準的な時間数
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から、その単位数を 8 単位としている。          

 

 

２．カリキュラム・ポリシー(教育課程編成方針)  

 ディプロマ・ポリシーを踏まえた教育課程編成、教育内容、方法を明確化し、以下のカリ

キュラム・ポリシーを定める。 

 

 

＜カリキュラム・ポリシー＞  

① 広い視野で看護を捉えるため、看護実践力、教育力、研究力に有機的につながるよ

うな理論・専門的知識を学ぶことのできる科目を配置する。 

② 看護に対する科学的探究心を培い、専門的知識、態度、論理的思考を統合し看護実

践に応用することのできる能力を養える科目を配置する。 

③ 臨床現場が抱える倫理的諸問題やこれまでの研究成果や課題、看護実践の質を分析、

評価する意義と方法等を学ぶ科目を配置する。 

④ 教育・管理・指導的な立場で看護職のリーダーとして活躍するとともに、保健・医

療・福祉チームの一員として協働する際に必要な知識やスキルを身に付ける科目を配

置する。 

⑤ 社会の多様な状況に応じた看護を提供するため、知識と研究を有機的に結び付けた

管理能力を身に付けるための科目を配置する。 

 

 

３．教育課程の特色 

本研究科の看護学専攻に「基礎・地域連携看護学領域」「臨床・応用看護学領域」「看護管

理学領域」の 3 領域を設け、前記のカリキュラム・ポリシーに基づき、学生と指導教員との

綿密な相談に基づいた履修計画・指導計画の下に教育・研究を展開する。共通科目、専門科

目、研究科目の配置とそれぞれの考え方は、以下のとおりである。 

                        

１）共通科目  

「共通科目」は、看護実践力、教育力、研究力に有機的につながるよう、理論・専門的知

識を学ぶことのできる 11 科目を配置した。 

「共通科目」のうち、「看護研究方法特論」「臨床倫理特論」「多職種連携特論」「看護学教育

特論」は、本研究科で学ぶすべての学修者にとって、本学の特色であり、かつ広い視野で看

護をとらえるために共通して必要な科目として位置付け、必修科目とした。 

「看護研究方法特論」は、看護研究の理論と一連のプロセスの導入部分とし、「臨床倫理特
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論」では、看護倫理観に基づいた専門性を発揮するため、実践者、研究者、教育者、管理者

としての根幹ともいえる態度を身に付けることを狙い、「多職種連携特論」では、教育・管理・

指導力を備えた看護職のリーダーとして活躍するとともに保健・医療・福祉チームの一員と

して必要な知識やスキルを身に付けることを狙い、配置している。また、「看護学教育特論」

では、看護専門職者として受け継がれてきた教育の歴史及びその変遷、これからの看護学教

育の課題と可能性を学ぶ中で、自ら教育者として後輩を育てるための知識と自覚を養うこと

を狙い、配置した。 

「看護理論特論」では、看護の専門職者として看護理論に裏付けられた看護実践能力を涵

養することを狙いに、看護の諸理論を学ぶ科目として配置した。 

「統計学特論」「質的研究方法特論」は、その後の研究科目へ有機的につながるように、看

護研究の量的研究手法と質的研究手法を学ぶことによって、看護の専門職者としての研究的

視点を持ち、看護に対する科学的探究心を養う基礎となることを狙いに配置した。 

「コンサルテーション特論」は、看護の専門性を発揮しつつも、保健・医療・福祉チーム

の一員として協働する際に必要なスキルを身に付けることを狙いとして配置した。 

「災害看護特論」は、平成 23(2011)年の東日本大震災で未曾有の被害を受けた岩手の状況

やその後の看護に関する課題について、「医療社会学特論」は、東北地方の地域医療の現状、

地域包括ケアと社会福祉・保障制度の関係について、「フィジカルアセスメント特論」は、看

護の高度な実践能力と判断力を持ち、広い視野と柔軟な思考力を備えた看護学のリーダーと

しての指導力や態度を養うことを狙い、配置した。 

 

２）専門科目 

社会の多様な状況に応じた看護を提供するために、看護の専門職者として高い倫理観を備

え、各専門領域を学んでいく上で核となる、学生の知識と研究を有機的に結び付けるための

科目として「専門科目」を配置している。 

小児、老年等の分野に係る「看護学特論Ⅰ・Ⅱ」では、看護の実践者として研究的視点を

持ち、看護に対する科学的探究心を培い、専門的知識、態度、論理的思考を統合し看護実践

に応用することのできる能力を養うことを狙い配置した。 

「看護学演習Ⅰ・Ⅱ」では、看護学特論での学修を基盤として、社会の多様な状況に応じ

た看護を提供するために、臨床現場が抱える倫理的諸問題やこれまでの研究成果や課題、看

護実践の質を分析、評価する意義と方法等について学修することを狙い配置している。 

看護管理学領域では、「看護管理学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」において、看護管理者及び認定看護管

理者の基礎となる看護管理論・看護組織論・看護政策論について学修し、さらに「演習」に

おいては、その実践的な応用能力を養い、知識と研究を有機的に結び付けた管理能力を身に

付けることを狙い配置している。 

なお、「専門科目」では、自らの研究領域の「特論Ⅰ・Ⅱ」及び「演習Ⅰ・Ⅱ」については、
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必ず履修するとともに、学生が自らの研究領域以外にも幅広い知識を獲得できるよう、指導

教員の意見も聞きながら、他の授業科目を自由に選択することができるよう配慮した。 

 

３）研究科目 

健康に対する社会的ニーズを認識し、課題解決のために科学的探究心に根差した研究能力

を身に付けるために、研究活動の基礎となる実践的な研究法を学修(修士論文作成)する科目

として、「特別研究科目」を配置する。 

「看護学特別研究」は、それぞれの看護学専門分野における特定の研究課題を抽出し設定

する能力、矛盾しない仮説の設定とそれを検証する能力、倫理的問題に配慮しながらデータ

収集・分析・結果を論文としてとりまとめ、公表することのできる能力、他者に理解を促し

説明するためのプレゼンテーション能力を養うことを狙いとして配置している。 

                 【資料１５：教育課程編成の図】 

【資料１６：ディプロマ・ポリシーと各科目の関連】 

 

 

４．各看護学領域の具体的内容 

教育課程は、看護学領域として次の 3 領域を設け、学生と研究指導教員の綿密な相談に基

づいた履修計画・指導計画の基に教育・研究を展開する。   

 

①基礎・地域連携看護学領域 

＜Fundamental Principles and Community-based Integrated care System in Nursing＞ 

本領域は、さまざまなライフサイクルや健康段階にある人々への看護実践の基盤となる

看護援助を探究する。看護実践の理論的背景、根拠に基づく看護援助技術の実証的研究を

行う。地域で生活する人々とその家族、療養中の看護の対象者など、さまざまな状況の看

護について探究する。さらに、看護の場を限定せず、地域包括ケアシステムにおける看護

課題を研究する。 

 

②臨床・応用看護学領域  

＜Clinical and Practical Nursing＞ 

本領域は、看護援助における科学的根拠に基づいた臨床研究を行う。小児、老年等の各々

の臨床領域における効果的な看護援助の要因分析、援助方法の開発・実施・評価に関する

研究を行う。また、地域で生活する人々とその家族、入院や治療中の看護の対象者など、

さまざまな状況にある人々の看護について研究し、対象者及びその家族の看護についての

調査を進める。さらに、看護の場を限定せず広く看護学的観点から健康問題を明らかにし、

保健・医療・福祉との連携を図りながら、保健・医療・福祉施設のみならず学校・地域・
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コミュニティにおける看護課題を研究する。 

 

③看護管理学領域  

＜Administration and Management in Nursing＞ 

本領域は、看護管理に関する科学的根拠に基づいた看護研究を行う。看護管理者に必要

とされる組織運営、組織調整、組織構築、経営、看護行政・政策に関する研究や看護学的

観点からの看護組織の構築と運営、施設の経営参画についての課題を明らかにし、看護組

織が果たす役割について研究する。 

また、各々の臨床領域における効果的な看護援助の要因分析、援助方法の開発・実施・

評価に関する研究を行うとともに、地域で生活する人々とその家族、入院や治療中の看護

の対象者など、さまざまな状況にある人々の看護について、看護学的観点から対象者及び

その家族の健康問題を明らかにし、保健・医療・福祉との連携を図りながら調整・管理す

る上で必要な要件についても研究する。 

 

 

 

Ⅵ 教員組織の編成の考え方及び特色 

１．教員組織の考え方 

本大学院研究科で指導に当たる教員は、多くは看護学部の教員が兼担するが、加えて大学

院専任の教授 1 名を配置する。職位は、教授 8 名(内 1 名は、令和 3(2021)年 4 月大学院専任

として採用予定)、准教授 2 名、講師 4 名、助教 2 名とし、計 16 名で構成しており、修士論

文作成の研究指導教員は、原則として大学院設置基準第 9 条 1 項を満たす教授を配置する。 

講義科目に関しては、教授 8 名に加え、同基準第 9 条 1 項ロ又は二に該当する准教授等の

専任教員を配置する。また、演習科目に関しては、教授に加え、准教授、講師、助教を配置

する。 

年齢構成は、開設時において、70 歳代 3 名、60 歳代 7 名、50 歳代 3 名、40 歳代 1 名、30

歳代２名となっており、高齢の教員が多いが、いずれも後進の研究者育成に高い意欲を持っ

た教員である。 

なお、本学の定年年齢は、65 歳であるが、65 歳を超える教員については、定年の特例に関

する規程により、定年を延長し対応することとしている。 

                  【資料１７：職位別年齢構成及び学位保有状況】 

                      【資料１８：定年の特例に関する規程】 
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２．教員配置の適正化 

本研究科の完成年度後には、定年を迎える教員が多い。定年延長も含めて対応するほかに、

研究科の設置と並行して定年教員の科目を担当できる後任候補者についての情報収集に努め、

選定準備を進めていくこととしている。 

なお、高齢教員の後任等の教員体制に関しては、教育・研究レベルを維持するよう計画的

に対処していきたい。 

基礎・地域連携看護学領域においては、完成年度後には基礎看護学及び地域看護学におい

ては、研究指導のできる M マル合の資格がある 60 歳未満の准教授以上の教員を公募により

採用する予定である。 

臨床・応用看護学領域においては、老年看護学では准教授が博士号を取得しており他大学

でも修士課程の教育経験があることから、現教授の指導の下で研鑽を積むことにより、後任

候補者として育成することは可能と考える。また、母性看護学の助教 2 名は博士号取得者及

び博士課程に通学中であり、両者とも数年後には後任候補者になりうるものと考える。その

間は定年延長（就業規則に規定）や外部から教授又は准教授を公募して対応したい。小児看

護学の講師は、すでに博士号を取得しており、他大学で修士課程の科目担当及び研究指導補

助経験があるため、後任候補者として育成することは可能と考える。精神看護学の講師は現

在博士課程において、博士論文作成中であり、数年後には後継者になりうるものと考える。 

 看護管理学教育においては、准教授は、現在博士号取得に向けて研究論文作成中であ

り、数年後には後任者になりうるものと考える。「認定看護管理者」資格取得に繋がる領域

であるが、教授の教え子に数名適任者がいることから、完成年度後に公募して配置する可能

性は十分にある。 

 本研究科では、高度な研究・教育を通じて看護学を追求・教授することを目的としてお

り、担当教員は、優れた教育研究業績と豊富な教育経験を有した人材を適切に継続的に配置

していく必要がある。しかしながら現状では、完成年度時点の年齢構成は、65 歳以上の割

合が高くなっており、就業規則第 38 条による定年延長の活用だけでは対処できないことは

十分認識している。 

 このため、准教授・講師・助教のうち、博士課程修了者及び博士課程在学中の基礎的な学

識を有する者を、教授の指導の下、教育・研究の経験を積ませ、研究者として、また教育者

としての資質向上を図り、修士課程及び将来的な博士課程の後継指導者としての育成に大学

をあげて支援していくこととしている。 

 また、教員の新規採用に当たっては、学長を委員長とする人事計画将来構想委員会（仮

称）を設置し、本委員会で策定した将来的な視点に立った人事計画に基づき実施することと

している。同委員会では、①定年退職者に合わせた計画的な教員採用、②年齢構成、教育経

験、研究領域のバランスを踏まえた採用の２点を基本原則とし、教育研究の質の維持向上と

継続性に留意して運営することを考えている。 
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 以上のように、若手教員を大学全体として支援することによって、本学の中核教員として

の成長を促すとともに、他大学等から就任する教員を加え、年齢構成も含めて領域ごとに適

正に配置することにより、本学大学院の教育・研究の水準維持と向上を担保していきたいと

考えている。 

【資料Ａ：岩手保健医療大学人事計画将来構想委員会規程】 

【資料Ｂ：大学院完成年度後の定年教員補充計画】 

 

 

３．教員組織の特色 

本学の教員は、教授には地元出身者が複数名おり、准教授・講師には長年岩手県や近県に

在住している者が多く、地元志向が強く、岩手県の保健医療や教育の現状をよく把握してい

る。また、県内各地域の医療関係者との良好な関係を保持しており、教育・研究を進める体

制が整備しやすいことも特色である。 

開学 3 年目である令和元(2019)年には、全国規模の学会である「北日本看護学会」を本学

が主催し、教授をはじめ准教授以下すべての教員の力を結集して成功裡に終えることができ

た。 

一方、研究面においては、開設 1 年目から教員全員参加による 3 つの共同研究プロジェク

トを立ち上げ、継続的な研究と成果発表を行ってきており、教員の研究能力の向上と研究実

績の強化・推進に繋がっている。また、これらの研究活動を通じ、領域を越えた協力体制が 

構築されているのも特色の一つである。  【資料１９：共同研究プロジェクトの概要】  

              

  

Ⅶ 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

１．教育方法 

本学の教育方法の特徴として、学生が主体的・自律的に学ぶ習慣付けを養うアクティブ・

ラーニング方式を多く取入れ、そのための環境の整備にも力を入れてきた。 

各フロアには、ラーニング・コモンズを設け、図書館や視聴覚教室の整備等、自主的な学

習態度を養うための環境の充実に努めてきた。 

大学院研究科においても、学生の自主的・自律的な学修・研究環境をより一層整備・充実

させることにより、理論だけではなく、実践的な研究能力や現場に戻った時の指導力を備え

た人材となるよう支援していきたい。 

共通科目は、個々の学生の学修目標に合わせて履修できるように配置している。また、専

門科目は、「基礎・地域連携看護学領域」「臨床・応用看護学領域」「看護管理学領域」の 3 つ

の看護学領域を有機的に結び付けた教育を行う。看護教育の基本型である基礎看護学、母性
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看護学、小児看護学、成人看護学、老年看護学、精神看護学、在宅看護学、地域看護学など

の専門領域に分けて展開する教育とともに、領域をまたぎ、関連する領域が協働して問題解

決に取組みやすくする点に特長を持たせている。こうした履修上の仕組みの中で、研究目的、

研究対象、方法論(調査、実験、介入、質的分析など)について、双方向的な形態できめ細や

かな教育・研究指導を行うこととしている（複数指導教員制を取入れて幅広い助言・示唆を

行う等）。 

一方、専門領域の特論及び演習においては、最新の研究動向を紹介するとともに、学生も

主体的に文献探索を行うことにより、文献講読やプレゼンテーションを通じて能動的な学修

姿勢を涵養する。 

また、講義形式の科目においては、最新の知識や技術を教授するため、その領域を専門と

する教員によるオムニバス方式の授業も取入れる。 

修士論文作成のための科目として「特別研究科目」があり、論文作成に向けての各自の研

究課題の明確化と具体的な研究の進め方、研究計画書の書き方等を教授する。 

 

 

２．履修指導 

 本大学院研究科の教育目標、育成する人材像及び修了後の進路に対応する基本的な履

修モデルに基づいて、各看護学領域に合わせた履修指導を行う。  

その考え方は、以下のとおりである。 

 

①基礎・地域連携看護学領域 

基礎・地域連携看護学領域は、広い教養と深い人間理解に基づき、保健・福祉・行政・教

育・研究能力を併せ持った看護専門職者として活躍することのできる人材を育てることを目

指し、在宅・地域看護に関連する保健・医療・福祉制度や健康障害のある人を介護する家族

の支援、地域や集団を単位としたケアシステム構築に関わる理論について学修を深めること

を目指す。 

そのため、「看護学特別研究」「多職種連携特論」のほかに、「医療社会学特論」「コンサル

テーション特論」「質的研究方法特論」や「量的研究方法特論」等を学ぶことで、地域を視野

に入れ、医療・看護上生じる問題や課題を評価・整理し、解決に向けて支援する方法や、倫

理的問題に配慮しながら行う質的、量的研究の実際について修得することを履修指導として

奨める。               

【資料２０：基礎・地域連携看護学領域履修モデル】 

 

②臨床・応用看護学領域 

臨床・応用看護学領域は、社会の多様な状況に応じた看護を提供するために、確かな看護
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実践力と判断力、調整力、優れた分析力や洞察力を備えた研究者として、看護実践者及び組

織のリーダーとして活躍することのできる人材を育てることを目指している。 

4 つの専門看護学分野の中で「老年看護学」を例に述べると、必修科目や「看護学特別研

究」のほかに、「質的研究方法特論」「コンサルテーション特論」「災害看護特論」等を学修す

ることで、高齢期にある人々の健康維持・増進、疾病予防、終末期を含めた QOL の維持向

上を目指して、身体的、心理的、社会的影響をアセスメントし、看護方法の開発や看護の質

の評価方法について修得することを履修指導として奨める。 

【資料２１：臨床・応用看護学領域「老年看護学」履修モデル】 

 

③看護管理学領域 

看護管理学領域は、認定看護管理者の資格に繋がり、関連した研究論文を作成して、広い

視野と柔軟な思考力を持ち、臨床看護実践力、判断力、調整力、管理力を伴う看護実践者や

組織のリーダーとして、将来、看護管理部門で先頭に立って活躍することのできる人材を育

成することを目指し、必修科目や看護学特別研究のほかに、共通科目として「医療社会学特

論」「看護理論特論」「看護学教育特論」等を学修することで、社会学的視点からケアの在り

方について複眼的に検討する力や看護基礎教育と継続教育の課題、看護職への教育方法・評

価方法を修得することを履修指導として奨める。   

【資料２２：看護管理学領域履修モデル】 

 

 

３．研究指導 

修士論文作成に向けて各自の研究課題の明確化と具体的な研究の進め方、研究計画書の書

き方等の研究プロセスを段階的に学んでいくことができるよう、全学的な指導体制で教授す

る。 

その際は、複数教員による指導体制を取入れ、看護学の各専門領域を越えた考え方や分析

方法を助言する。また、学生には、理解度に合わせたきめ細かい個別指導が受けられるよう

にするとともに、研究計画発表会などにより、研究プロセスを段階的に学んでいくことがで

きるような指導を行う。 

 具体的な研究指導は、以下のように運用する。 

 

１）研究指導教員の決定方法  

■研究指導教員の役割 

（１） 研究指導教員は、学生の希望する研究課題、指導教員の専門分野、指導環境などを

考慮し、学生の同意を得た上で研究指導を行う教員であり、1 年次当初に決定する。 

（２） 研究指導教員は、研究指導に加え、学生の教育・研究に必要となる授業科目につい
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て、シラバスと履修モデルを参考にして個々に指導を行う。 

（３） 研究指導教員は、学生の希望に基づき学生ごとに、主研究指導教員、副研究指導教

員を各 1 名配置する。 

なお、大学院 1 年次前期までは、関係教員間の調整の上、了承が得られれば研究指

導教員を変更できる制度も取入れる。 

■研究指導教員の決定プロセス     

入学希望者の研究指導教員の決定プロセスは、以下のとおりである。 

（１） 入学志願者は、募集要項の担当教員表等の資料を基に、出願時までに研究指導を希

望する教員を訪問、面談し、出願書類の志望理由書に「入学後の研究希望内容」と希

望する研究指導教員 1 名以上の氏名を記載する。 

（２） 4 月以降に行う入学時の面談及び出願書類の志望理由書に記載の「入学後の研究希

望内容」と希望する研究指導教員を基に、教授会において仮研究指導教員(主研究指導

教員 1 名、副研究指導教員 1 名、計 2 名)を決定する。 

（３） 最終的な研究指導教員は、4 月の教授会において決定する。 

 

２）研究指導計画（学位論文スケジュール）        

（１）研究計画の課題提出（1 年次前期 4 月～９月） 

① 学生は、研究したい課題を検討し、研究指導教員に課題と研究計画の構想案を提

出する。 

② 研究指導教員は、提出された課題及び研究計画構想案について、先行研究等の基

本的情報をアドバイスし、研究計画書の作成方法等を指導する。 

 （２）教育研究計画書の提出（1 年次後期 10 月～3 月） 

① 学生は、課題(テーマ)を決定し、関連文献の検索、先行研究との調整、仮説の設

定等を行い、研究計画書を作成。「修士論文審査委員会」に提出する。 

② 研究指導教員は、学生が研究計画を立案するに当たって、研究方法・文献検索方

法・文献読解方法、関連する研究倫理等について指導する。 

③ 学生は、予備調査(実験)等に着手する。 

 （３）研究計画発表会及び研究計画書の審査（2 年次前期 4 月） 

   ① 学生は、発表会において研究計画の概要、研究経過等についてプレゼンテーショ

ンを行う。 

   ② 「修士論文審査委員会」は、発表会等の内容を含め、「研究計画書審査に係る評価

基準」に基づき審査を行い、計画書の合否、修正事項等を学生に提示する。 

   ③ 学生は、上記結果を受け計画書の修正・見直しを行い、必要に応じ研究倫理審査

を申請する。（研究倫理審査委員会からの承認後、研究を本格開始）  

   ④ 研究指導教員は、学生の研究計画書の修正、研究遂行に関する指導を行う。  
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（４）研究の遂行（2 年次前期 5 月～９月） 

① 学生は、研究計画に基づきデータ収集と解析、必要な調査等を実施し、研究結果

の整理に取組む。 

② 研究指導教員は、研究の進行を適時確認しつつ、実験・調査等の手法・手技の指

導やデータ解析の指導・助言を行うとともに、論文作成の基本的な要件等について

の指導を行う。 

（５）修士論文の作成（2 年次後期 10 月～1２月） 

① 学生は、研究指導教員の下で修士論文をまとめる。 

② 研究指導教員は、修士論文の構成や図表の作成、文献の整理・引用等、論文のま

とめ方等を指導する。 

（６）修士論文の提出（２年次後期 １月) 

① 学生は、「修士論文審査委員会」に修士論文を提出するとともに、１月中旬の当委

員会による事前審査会及び２月の公開発表会に向けた準備（発表原稿、ポスター等

の作成等）を行う。 

② 「修士論文審査委員会」は、事前審査会を実施し、学生の研究概要についてのプ

レゼンテーション及び関連質疑を行い、指摘事項等を学生に提示する。 

③ 学生は、上記を受けて修正作業等を行い、修正後論文を指定の期日までに「修士

論文審査委員会」に提出する。 

④ 研究指導教員は、修正事項等の確認、発表会用の関連資料のチェック、発表の要

点等についての指導を行う。 

 （７）修士論文審査（２年次後期 ２月） 

① 学生は、修士論文公開発表会において提出論文に係るプレゼンテーションを行う。 

② 「修士論文審査委員会」は発表会において口頭試問による最終試験を行うととも

に、審査基準に基づき提出された論文の合否を判定する。 

また、当該論文について指摘事項があれば整理し、合否結果とともに「審査報告

書」としてとりまとめ、大学院教授会に提出する。 

③ 大学院教授会は、提出された「審査報告書」を基に最終的な合否判定を行い、学 

長に報告する。 

 （８）修士論文（最終）の提出（２年次後期 ３月） 

① 学生は、当該論文についての通知を受け、指摘事項があれば、最終稿として修正

し、大学の指定する期日までに提出する。  

② 研究指導教員は、指摘事項を含め最終稿をチェックし、必要な範囲で指導を行う。 

【資料２３：岩手保健医療大学学位規程】 

【資料２４：岩手保健医療大学修士論文審査規程】 

【資料２５：学位論文スケジュール表】 
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３）研究の倫理審査 

研究内容･方法の妥当性については、人間性の尊重、研究者としての倫理性という観点か

ら、「岩手保健医療大学研究倫理審査委員会規程」に基づき、研究計画書を作成した時点に

おいて、研究倫理審査委員会による倫理審査を受けなければならない。 

研究倫理審査委員会は、教授 4 名及び委員会が必要と認める者若干名で構成されており、

研究計画、研究指導にかかわる教員は除外される。 

 研究計画書に倫理的な問題があると認められた場合は、研究倫理審査委員会は、学生に

対し、修正・変更の意見について書面をもって伝え、必要に応じ面接指導を行う。これら

の手順を経て、学生は、同委員会の意見を基に研究計画書を修正し、同委員会の承認が得

られた場合は、計画書に沿って研究を実施する。              

               【資料２６：岩手保健医療大学研究倫理審査委員会規程】 

 

 

４．修士論文に関する審査基準 

  修士論文の審査に当たっては、次の点を考慮しながら評価を行う。  

（１）基本要件 

・ 修士の学位を受ける者は、本学大学院ディプロマ・ポリシーに基づき、当該専門分

野における学力、能力、資質を満たすと認められる必要がある。  

・ 修士論文は、これらの能力を修得したことを、明瞭かつ平明な文章で示すものでな

ければならない。 

・ 修士の学位を受ける者は、当該専門分野の発表会、修士論文審査委員会で研究発表

を行い、質疑に対し明解に応答しなければならない。 

・ 修士論文は、本人のオリジナルでなければならない。 

・ 修士論文は、著作権、肖像権その他の本人以外の権利を侵害してはならない。  

・ 修士論文は、適正に行われた研究に基づき作成されたものでなければならない。  

 

（2）研究計画書審査に係る評価基準 

研究計画書審査に係る評価基準は、以下の 6 項目とする。 

審査は、各項目を 15％、その他、研究テーマに関連する専門的知識、表現力、質疑応

答の適切性、発表態度を 10％として評価し、審査委員 3 名の合議によって判定する。合

格点は、60 点以上とする。 

① 研究背景を系統的に示すことができていること。   

② 研究目的を明確にできていること。    

③ 研究の意義を適切に明示することができていること。    
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④ 文献レビューが行われていること。  

⑤ 研究目的に合った研究方法（デザイン・内容）を選択できていること。    

⑥ 研究計画は倫理的配慮がされていること。 

 

（３）論文の構成 

修士論文は、次の要件を満たすこととし、学生に十分な指導を行う。  

① 決められたフォーマットに従って記載されていること。 

   ② 研究の内容が看護学に寄与するものであること。  

③ 研究の意義、目的を明確に設定し、適切な方法を用いて研究していること。  

④ 適切な分析方法、結果の提示がされていること。  

⑤ 先行研究に照らし、十分考察が加えられていること。  

⑥ 研究全体に大きな矛盾がなく、適切な形式や表記で論文が記述されていること。 

⑦ 研究の実施、もしくは結果の公開において倫理的な問題がないこと。  

（著作権、肖像権等の侵害がない、研究の独自性、アイデアの盗用がない等） 

⑧ 結論が明確に提示され、かつ、問題設定に対応していること。  

 

（４）修士論文審査に係る評価基準 

審査は、口頭試問による最終試験を含め、各審査委員が独立して合否を点数化して

評価する。 

以下の論理性・専門性・独創性・応答性に係る評価基準に基づき、それぞれ 25％と

して評価し、審査委員 3 名の評点が全員 60 点以上である場合を合格とする。 

① 論理性では、論文全体の論理一貫性、論述の説得性があること。 

② 専門性では、論文の専門レベルの高さが十分であること。 

③ 独創性では、論文の独自性があること。 

④ 応答性では、専門的知識、表現力、質疑応答の適切性、発表態度が適正であるこ

と。 

【資料２７：修士論文の審査基準】 

 

 

５．論文審査体制 

 学生の修士論文を審査するために、「大学院教授会」は、学生のテーマごとに、当該テーマ

を審査するための「修士論文審査委員会」を置く。「修士論文審査委員会」の構成は、主査 1

名、副査 2 名とする。なお、研究指導教員は、審査委員会の主査になることはできない。  

「修士論文審査委員会」は、2 年次前期 4 月に研究計画書の審査を行う。また、2 年次後期

2 月には、提出された修士論文について、前述の（４）修士論文審査に係る評価基準に基
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づき、プレゼンテーションと内容及び最終試験（口頭試問）を主査・副査が独立して審査

し、委員会判定案を審査報告書として取りまとめ、「大学院教授会」に提出する。「大学院

教授会」は、当該報告に基づき合格の可否を審議し、最終判定案を学長に報告する。       

  

６．成績評価 

学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、

学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行う。 

評価は、100 点を満点とし、90 点以上を「秀」、80 点以上 90 点未満を「優」、70 点以上

80 点未満を「良」、60 点以上 70 点未満を「可」、60 点未満を「不可」とする 5 段階とし、

「秀」、「優」、「良」、「可」を合格、「不可」は、不合格とする。 

成績評価基準についてシラバスに明示するとともに、明示した成績評価基準に従って厳格

な成績評価を実施する。特別研究科目については、「修士論文審査基準」に示された審査基準

に従って、「修士論文審査委員会」によって評価が行われ、「大学院教授会」で決定される。 

 

 

７．修了要件 

本学研究科修士課程に 2 年(長期履修の場合は 3 年)以上在籍し、授業科目について所定の

教育プログラム(共通科目 14 単位（必修 8 単位、選択 6 単位以上）以上、専門科目 8 単位（う

ち、各自の専門領域の特論Ⅰ、Ⅱ及び演習Ⅰ、Ⅱ8 単位は必修）以上、特別研究科目 8 単位 

計 30 単位以上)を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に

合格することにより、修士(看護学)の学位を得ることができる。 

 

 

 

Ⅷ 施設、設備等の整備計画  

本学は、岩手県で最も交通の便のいい盛岡駅から徒歩 5 分という至近距離に位置しており、

学生の通学には、理想的な条件を備えている。 

校舎は、看護学部の教育のために建設した鉄骨造り 4 階建て延べ床面積約 5,122 ㎡の建物

を中心に、その他の施設として、体育館、グラウンドを有している。 

校舎には、90 人収容の講義室 4 室、実習に必要な実習室 3 室とその準備室、男女別の更衣

室、演習室 9 室、情報処理室 1 室を設けている。また、各フロアには、学生用ラウンジがあ

り、学生の自習や休息、憩いの場として利用できるスペースを確保している。  

                           

＜大学院用の講義室＞ 
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大学院が使用する講義室は、現在予備室となっている研究室 2 室(1 室 21.88 ㎡)を大学院

専用の講義室に充てる。また、看護学部が使用している演習室のうち 2 室(1 室 22.05 ㎡)を

看護学部と調整しながら共用の講義室として使用する。 

 

＜情報処理室、実習室、機器・備品の使用＞ 

 大学院の学生が研究の過程で必要に応じて、統計処理に用いる SPSS ソフト等を整備した

情報処理室や看護学部用の実習室及び機器・備品を看護学部と調整の上、共用する。   

   

＜大学院学生の研究室＞ 

大学院学生のための専用研究室として、本学 4 階に、現在予備の研究室として使用してい

ない研究室 1 室(21.32 ㎡)を使用することとしており、大学院学生の収容定員 6 人に対し、

十分な広さを確保している。 

研究室には、机、ロッカーのほか専用のパソコン等を配備し、学生の研究に支障がないよ

う留意する。また、大学院教育に必要な経費については、学部教育とは別に毎年度予算措置

を行い、高等教育・研究機関にふさわしい環境の整備に努める。 

なお、インターネット環境は、Wi-Fi が整備されており、学内からはどこからでもアクセ

スが可能である。  

 

＜図書等の整備＞ 

面積約 327 ㎡の本学図書館には、閲覧席 40 席、検索コーナー、視聴覚ブース(4 席)、開架

書庫、閉架式書庫、事務スペース等を置いており、開架式書庫は収納冊数 15,000 冊、閉架式

書庫は収納冊数 10,000 冊を収納できるスペースがある。 

現在、本学の図書等の整備状況は、平成 29(2017)年 4 月開学からの 3 年間で、7,800 冊(う

ち和書 7,225 冊、洋書 575 冊)を超える最新の専門書・資料、視聴覚教材(94 点)、専門雑誌

(24 種)、電子ジャーナル(6 種)を整備しており、図書館司書 1 名が常時図書・資料の所在、

閲覧、検索等の相談・指導をはじめ、図書に関するシステム管理を行っている。 

この度の大学院開設に向けては、新規に図書を 200 冊(和書、洋書含む)、雑誌 3 種を追加・

整備し、学修環境の充実に努めることとしており、電子ジャーナル雑誌は、「AJN:American 

Journal of Nursing」、「Nursing Research」、「Cancer Nursing」、 「Journal of Gerontological 

Nursing」、「MCN: American Journal of Maternal Child Nursing」、「Nurse Educator」、の 6 種

類がネットを介して、研究室から常時閲覧が可能となっている。大学院開設後は、大学院教

育に必要なより専門的な図書・資料を適宜購入し、学修・研究に不足のないよう努めたい。 

オンラインデータベース(文献検索端末)は、看護学及び関連分野(医学、保健学、健康科学、

コンシューマーヘルス等)を対象とした英米看護文献の基本データベースである「CINAHL」

をはじめ、「医中誌 Web」、 「MEDLINE」、「メディカルオンライン」、「最新看護索引 Web」
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を整備し、研究室からいつでも検索可能となっており、全文情報の閲覧までをシームレスに

利用することができる。 

さらに、本学図書館所蔵以外の資料へのアクセスについても、国立情報学研究所の「目録

所在情報サービス(NACSIS-CAT/ILL)」や図書館情報システムを活用することによって、利

用者が随時所蔵資料の検索を行い、国内外の主要大学の所蔵確認や貸借、文献複写の申し込

みもスムースに行うことができる体制が整備されている。 

以上のように、大学院学生が学修を進める上で不足はないと考えているが、今後の教育内

容、学生の研究の進展に伴い必要に応じて利用環境を点検し、さらなる拡充を前提に適切に

整備を進めていくこととしている。 

また、徒歩 1 分に隣接した「いわて県民情報交流センター」内には、岩手県立図書館があ

り、本学とはジャンルの異なる豊富な図書・資料等が整備されていることから、適宜それら

の利用も促すこととしている。 

なお、本学図書館の開館時間は、これまでは、月曜日～金曜日の 9：00～20：00 であった

が、大学院の新設により、新たに土曜日の開館を予定している。 

 

 

 

Ⅸ 基礎となる学部との関係  

本学看護学部は、「人々の生活と健康を高めるために、豊かな人間性・社会性を培い、ケ

ア・スピリットをもって、科学的根拠に基づく看護の専門的知識・技術を実践に活かせる基

礎的能力を養い、多職種と協働しつつ地域社会の保健医療福祉に貢献できる看護実践者を育

成する。」ことを教育理念として掲げ、ディプロマ・ポリシーとして、①人間力、②ケア・

スピリット(自ら進んでケアに向かう姿勢)、③人間の実践的理解、④専門的な知識・技術と

その臨床実践、⑤多職種連携・チームワーク、⑥アドボカシーを掲げている。また、教育領

域としては、「一般教養領域」「基礎看護学領域」「成人看護学領域」「老年看護学領域」「母性

看護学領域」「小児看護学領域」「精神看護学領域」「地域看護学領域」「在宅看護学領域」を

配置している。 

今回申請の大学院看護学研究科のディプロマ・ポリシーは、①広い視野と深い人間理解に

基づき、臨床実践力に裏付けられた看護学の教育能力を発揮できる人材、②健康に対する社

会的ニーズを認識し、課題解決のために科学的探究心に根差した研究能力を発揮できる人材、

③社会の多様な状況に応じた看護を提供するために、高い倫理観に基づいた看護の専門性を

発揮できる人材、④保健・医療・福祉チームの一員として、多職種集団と連携する中で看護

の専門性を発揮できる人材、⑤保健・医療・福祉の分野の種々の課題に対し、判断力、調整

力、改革力を伴う優れた看護の管理能力を発揮できる人材を掲げている。 
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本大学院では、上記のポリシーを実現するため、看護学専攻に、学部の各専門領域を統合

した形で「基礎・地域連携看護学領域」「臨床・応用看護学領域」を置くとともに、新たに岩

手県において特に需要が高いと考える「看護管理学領域」を置き、これらの 3 つの看護学領

域で編成している。 

「基盤・地域連携看護学領域」では、学部の基礎看護学、地域・在宅看護学の教員を、「臨

床・応用看護学領域」では、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学の教員を配

置し、学生は、4 つの専門領域の中から 1 つを選択し、特別研究までの一連の学びから各看

護学の専門性を追究できるようにしている。また、「看護管理学領域」の担当教員には、専門

性の高い新任教員を配置し、地域の期待に応えていきたい。看護管理論は、学部においても

必修科目であり、連動性が高いと考えている。 

教育課程は、「共通科目」において、学部の教育を基礎に「看護研究方法特論」を必修科目

として、同時に開講する「統計学特論」「質的研究方法特論」を選択科目として配置し、学部

教育との連動性を持たせている。また、学部教育の要の科目である「看護倫理」「臨床倫理」

をさらに深化させた「臨床倫理特論」を必修科目として配置した。さらに「多職種連携特論」

も学部の「チーム医療論」の発展型として位置付けている。「フィジカルアセスメント特論」

は、学部の「ヘルスアセスメント」を基礎に置く科目として配置し、学部教育との連動性に

配慮している。 

本大学院看護学研究科看護学専攻と看護学部看護学科との教育課程の対応関係は、資料  

「既設看護学部と看護学研究科の科目関連図」及び「既設看護学部と看護学研究科の領域関

連図」に示すとおりである。    

【資料２８：既設看護学部と看護学研究科の科目関連図(カリキュラム)】 

【資料２９：既設看護学部と看護学研究科の領域関連図】  

 

 

Ⅹ 入学者選抜の概要 

１．基本方針 

 入学者選抜に当たっては、学校教育法施行規則第 155 条第 1 項第 8 号の規定に基づき、4

年制大学の卒業生だけではなく、短期大学や専修大学、各種専門学校の卒業生で一定の要件

を満たす者には、個別に入学資格を審査し、大学を卒業した者と同等あるいはそれ以上の学

力があると認められる場合には、出願資格を与え、修学の機会を設けることとしている。 

 上記の短期大学卒業生等の一定要件は、看護師、保健師、助産師のいずれかの資格を有し、

そのいずれかの資格で 3 年以上の実務経験があり、何らかの研究発表、学会発表等の経験が
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ある者とする。また、個別の入学資格の審査は、当該要件に関して提出を求めた書類につい

て大学院教授会において行う。 

 

 

２．入学者の受入れ方針 

 本研究科は、「看護学を基盤に自ら考え、行動し、社会を切り拓く人材を養成する。」こと

を目的としており、大学院教育を受けるにふさわしい能力・適性を備えた人材を受入れるた

め、この目的に則って、以下のアドミッション・ポリシーを策定している。 

＜アドミッション・ポリシー＞ 

（１）専門性の高い看護学の修得を志向する人 

（２）看護学専攻の教育を受けるための基礎的な知識や技術を有する人 

（３）看護学の教育・研究者として、看護学や看護実践の発展に貢献する意欲を有する人 

（４）看護学や看護実践に対する高い探究心を持ち、主体的に学修する意欲を有する人  

 

 

３．入学制度 

＜入学資格＞ 

入学資格は、次のいずれかに該当する者とする。 

（１）大学を卒業した者 

（２）大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者  

（３）外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者 

（４）日本において、文部科学大臣が指定した外国大学日本校の 16 年の課程を修了し

た者 

（５）外国の大学等において、修業年限が 3 年以上である課程を修了することにより、

学士の学位に相当する学位を授与された者 

（６）文部科学大臣の指定した者 

（７）文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者で本大学院において、

個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等あるいはそれ以上の学力があ

ると認めた者で、24 歳に達したもの 

 

 

４．募集人員 

 募集人員は、3 名(社会人特別選抜を含む。)とする。 
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５．選抜区分 

入学者選抜として一般入学試験と社会人特別選抜試験を実施する。 

① 一般入学試験は、上記 3．の入学資格(1)～(6)に当たる者で、本学の卒業生をはじめ、

他大学の学生などの入学資格を持ったものを対象とする。 

② 社会人特別選抜試験は、上記 3．の入学資格(7)に当たる者で、前記 1 の下段の一定の

要件を満たすものを対象とする。  

 

 

６．選抜方法 

〇 一般入学試験は、筆記試験として英語、看護学及び研究課題についての小論文並びに

口頭試問を含む面接を実施する。 

〇 社会人特別選抜試験は、小論文及び口頭試問を含む面接を実施する。 

社会人特別選抜においては、臨床・教育の場で問題意識をもって修士で学ぶ意思の明

確な人材を広く求めるために、３年以上の臨床経験と何らかの研究発表等の経験を条件

としている。 

〇 一般入学試験においては、アドミッション・ポリシーの（１）～（４）を、社会人特

別選抜試験においては、特に（３）（４）の資質を重視する。 

 

なお、出願に当たっては、出願前に研究指導を受ける専攻分野を決め、必ず指導を受けよ

うとする教員と面談を行うこととする。 

 

 一般選抜・社会人特別選抜試験の科目等の配点は、下記の表のとおりとする。  

方法 
専門科目 

小論文 
英語 

面接 

（口頭試問） 

一般選抜 100 点 100 点 100 点 

社会人特別選抜 100 点  100 点 

 

 

７．入学者選抜体制 

 入学者選抜試験の実施は、学長を委員長とする「大学院入試委員会」を設置し、その統制

の下に行う。また、試験実施に当たっては、入学試験業務を担当するすべての教職員に対し

入学試験実施要項を示すとともに、説明会を実施し、入学者選抜試験が円滑・適切に行われ

るよう努める。 
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ⅩⅠ 大学院設置基準第 14 条及び第 15 条による教育方法等 

１．学修時間等への配慮 

本学大学院においては、自ら積極的に課題を探究し、主体的に解決しようとする看護の専

門職者、社会の多様な情況に応じた看護実践力を備える専門職者を育成したいと考えている。 

したがって、専門職業人としての一定の実務経験を経てから入学することがより望ましい

と考えており、開学当初は、現任の看護職者、看護管理者、看護教育担当者を想定している。 

社会ですでに活躍している者を学生として受入れていくことは、社会に根差した研究課題

を得やすく、臨床実践と融合した研究の発展が期待できる。また、社会人学生は、職場を異

にする学生同士だけではなく、4 年制大学から直接入学する学生に新たな刺激をもたらして

くれることから、本学の活性化にも有益と考える。 

 さらに、職場によっては、身分保障と奨学資金を支援する制度もあり、在職のまま、ある

いは休職制度を活用して、それまでのキャリアを放棄することなく大学院修士課程を修了す

ることも可能となっている。 

 

＜大学院設置基準第 14 条特例の適用＞ 

 そのため本学研究科では、有職のため、昼間だけでは学修が困難と予想される学生のため

に、大学院設置基準第 14 条の規定を適用して、履修形態を弾力化する。すなわち、平日のⅥ

時限(18：00～19：30)と土曜日Ⅰ～Ⅳ時限(8：50～16：10)にも授業を行い、働ながら学修

が進められるよう配慮する。             

【資料３０：14 条特例の学則の該当部分】 

【資料３１：1 年次、2 年次の時間割表】 

 

＜インターネットを活用した学修＞   

また、遠隔地においても学修が可能となるよう、全ての授業科目について、遠隔授業受講

要領に基づき、授業の一部を双方向対面が可能な Zoom 形式などのインターネット通信を活

用し、自宅や職場での受講を可能にする。なお、インターネットを活用した遠隔授業は、担

当教員と受講学生の双方が事前に調整した上で実施することとし、詳細は双方向遠隔授業実

施要領を定めて適切な運用を行う。                 

【資料３２：遠隔授業の概要】 

       【資料Ｃ：岩手保健医療大学大学院双方向遠隔授業実施要領】 

     

 

２．長期履修生制度の導入 

 修業年限は、2 年としているが、学修時間が限られる社会人学生を念頭に置き、大学院設



30 

 

置基準第 15 条(大学設置基準第 30 条の 2 の準用)による長期履修生制度を導入し、修業年限

を 3 年とすることができるようにする。 

 長期履修生制度を希望する社会人の学生には、出願時に研究指導を受ける予定の教員と相

談の上、3 年間の履修計画を提出させ、これを基に教授会において審査し決定する。 

 長期履修が認められた学生については、学生と研究指導教員との綿密な相談に基づいた適

切な履修計画を立て、これに対応した指導計画に基づいて教育・研究を展開する。 

なお、長期履修生制度を活用した学生は、2 年間分の授業料を 3 年間で納付できることと 

する。                【資料３３：岩手保健医療大学長期履修生規程】 

 

                        

３．社会人学生の履修指導と研究指導 

 長期履修学生をはじめ、現任のまま入学する学生に対する履修指導は、入学後、出願前の

指導教員との面談時の履修条件等を改めて確認し、円滑な学修と研究指導が受けられるよう、

適切な履修計画を立て、これに基づき行う。 

また、研究指導に当たっては、指導教員が講義・演習・研究を一貫して行うことを基本に、

学生個人の学修状況に応じた学修が効果的に進められるよう配慮する。 

 

 

４．授業の実施方法 

 平日の昼間(8：50～17：50)に加え、夜間(18：00～19：30)その他特定の時間又は時期(土

曜日、夏期及び冬期休業期間)において、講義及び研究指導を受けることができる制度を導入

する。なお、必要に応じて夏期、冬期の休業中に集中講義を行う。 

社会人の履修形態には、次の 4 とおりが考えられる。 

① 通常履修 

退職又は 2 年間休職して、講義の受講や研究指導を受ける。 

② 社会人・集中履修 

1 年目のみ休職して集中的に講義を履修する。2 年目は、職場復帰し、在職しながら

研究指導を受ける。 

③ 社会人・就労継続履修 

2 年間休職することなく、計画的に時間割を組み、講義の受講や研究指導を受ける。 

④ 社会人長期履修 

標準修業年限(2 年間)での履修が困難な学生は、長期履修生制度を活用して休職す

ることなく 3 年間で計画的に講義の受講や研究指導を受ける。 
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５．教員の負担の程度 

 本研究科の教員のほとんどが看護学部と兼担であるが、大学院専任の教員 1 名を配置する

予定である。教員に過度の負担がかからないように配慮することが求められるが、大学院の

入学定員は、3 名であり、担当の学生が決定した時点で、担当指導教員が構成員となってい

る委員会や他の役割等の負担の軽減を図るよう配慮するなどの対応を行う。また、共通科目

は、オムニバス形式の授業が多く、個人への負担が少ないものと考えている。  

研究指導については、教授が担当することになっているが、学部教育と兼担しているもの

の、現在でも学部の実習指導は准教授以下の教員に任されており、教授にとって過度の負担

にはならないような体制を採っている。 

また、主研究指導教員、副研究指導教員の 2 名体制で学生 1 人を担当することとしており、

相互にカバーしあって指導に当たり、学生の指導日についても個別に設定するなどの柔軟に

調整を行うことで、負担の軽減が図られるものと考えている。   

 

 

６．図書館・情報処理室等の利用方法 

 図書館の開館時間は、現在、平日の午前 9 時から午後 8 時までとなっているが、大学院開

設後は、授業時間や学生の研究を考慮し、土曜日についても授業が行われる日は、開館する

こととしている。 

 情報処理室については、看護学部生との共用になるが、大学院学生用の研究室には、学生

1 人に 1 台の専用パソコンを整備し、支障のないよう配慮する。 

 また、事務体制についても、時間外勤務や休日・振替勤務など、必要な措置を講じ、教育

研究上の支障がないように対応する。 

 

 

 

 

ⅩⅡ 管理運営 

１．管理運営体制の概要 

 本研究科の管理運営を適切に行うため、大学院に「大学院教授会」を置く。「大学院教授会」

では、研究科の教育・研究に関する事項を審議する。 

 また、大学院に関する固有の事項を効率的に審議するため、「大学院教授会」の下に、「教

学委員会」「入試委員会」「FD 委員会」「自己点検評価委員会」の 4 委員会を設置する。 
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２．大学院教授会 

「大学院教授会」は、学長及び研究科の研究指導を担当する教授をもって構成する。「大学

院教授会」は、原則として月 1 回開催し、次の事項を審議する。 

① 大学院学生の入学、退学、修了等、学生の身分に関すること  

② 学位の授与に関すること 

③ 教育・研究に関する事項 

ア．教育課程の編成に関すること 

イ．大学院学生の厚生補導に関すること 

ウ．大学院学生の賞罰に関すること 

エ．教員の任用・昇任に伴う教育研究業績の審査に関すること  

オ．その他教育・研究に関すること 

 

 

３．看護学部教授会との関係 

 「大学院教授会」と「看護学部教授会」との関係は、「看護学部教授会」の構成員の多くが

「大学院教授会」の構成員でもあることから、毎月の「看護学部教授会」に引続き開催する

こととし、「看護学部教授会」においても「大学院教授会」の主要な決定事項等を報告し、大

学の全教職員の情報の共有化を図る。 

 

 

４．各種委員会 

 本研究科の教員の多くは看護学部との兼担であり、教員の負担軽減と学部との連携を図る

ため、学部に設置されている委員会と共有できるものについては共有するが、大学院の固有

の事項を効率的に審議するため、前述の「教学委員会」「入試委員会」「FD 委員会」「自己点

検評価委員会」を別途大学院に置くこととする。 

                            【資料３４：委員会構成図】 

 

 

 

ⅩⅢ 自己点検・評価 

１．基本方針 

 本大学院研究科は、「建学の精神である『人々の生活と健康を高め、地域社会に貢献するケ

ア・スピリットを備えた保健医療人の育成』を基本理念とし、看護学を基盤に自ら考え、行

動し、社会を切り拓く人材を養成する」ことを目的としている。 
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この目的を達成するため、本研究科は、本研究科に係る教育・研究等の状況について、学

部とは別に独自に点検・評価を行い、その結果に基づいて教育研究活動等の改善と充実に努

める。 

 

 

２．実施体制・実施方法 

 現在、看護学部における自己点検・評価は、学部教授会の下に置く「自己点検評価委員会」

を中心に取組んでいる。 

学部の「自己点検評価委員会」では、評価データの収集を行い、毎年度「自己点検評価報

告書」を作成するとともに、次年度に向けての評価結果の活用状況の確認や評価活動の調整

を行っている。また、令和 2(2020)年 3 月には、令和 2 年度から 6 年間の中期計画を策定し、

計画の遂行と評価等の活動を始めるところである。 

大学院開設後は、現在の学部の「自己点検評価委員会」とは別に、学長、研究科長、事務

局長、その他学長が必要と認めた者で構成する大学院の「自己点検評価委員会」を設置し、

研究科の自己点検を実施する予定である。 

 大学院でも、学部と同様に年度毎に教育、研究、管理運営の目標を設定することとし、特

に教育については、教員が自ら授業計画を Check し、Act を経て、次年度の授業計画を Plan

し、Do する PDCA サイクルを基盤として質の改善に向けた取組を推進する。 

 将来的には、認証評価機関による大学院設置基準等に基づく認証評価を受審することをと

おして、さらなる教育研究活動の改善に取組み、教育・研究の質の向上に努めることとして

いる。 

 

 

３．評価結果の活用及び公表 

本学の看護学部では、「自己点検評価委員会」でとりまとめた結果を関係委員会や教員にフ

ィードバックし、関係委員会等を中心に改善策を検討、次期目標設定と活動計画に反映させ

る仕組みを作っている。 

大学院においても、学部と同様、毎年度の評価結果を基に改善を進める仕組みを構築する。

なお、報告書は、学部と同様に全教員に配付するとともに、ホームページで公表することと

している。このことにより、社会への説明責任を果たすとともに、社会の評価を受け、管理

運営方法、教育内容や教育方法等を継続的に改善していきたいと考えている。 

 

 

４．点検・評価の内容 

 自己点検・評価は、以下の項目について行う。 
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  １）教育・研究活動に関するもの 

   〇 教育理念・目的との整合性 

   〇 教育課程・方法の適切性、改善点等 

   〇 学修支援の状況 

   〇 研究活動(修士課程の学生・教員)の状況 

  ２）組織運営に関するもの 

   〇 教員組織の状況と課題 

   〇 事務組織の状況 

   〇 FD・SD 活動の状況及び改善点等 

   〇 管理運営の適切性 

  ３）社会・地域貢献に関するもの 

   〇 地域社会との連携の状況 

   〇 関係大学、医療機関等との連携の状況 

   ○ 市民、医療関係者等を対象とした公開講座等の開催状況 

  ４）施設・設備に関するもの 

   〇 研究室・講義室等の学修環境の状況 

   〇 図書等の整備状況  

 

 

 

ⅩⅣ 情報の公表 

１．基本方針 

 大学の持つ公共性に鑑み、その教育研究活動等の状況を広く社会に公開していくことは、

重要な責務であると認識している。このため本研究科では、看護学部と同様に大学のホーム

ページや各種の刊行物を通じて、学校教育法等に掲げる教育研究活動等の状況についてのさ

まざまな情報を公表するとともに、教育上の目的に応じて学生が修得すべき知識や能力に関

する情報についても積極的に公表していく予定である。 

 

 

２．ホームページでの情報公開 

現在、大学ホームページ(http://iwate-uhms.ac.jp)で公表している主な事項は、次のとおり

である。 

 ① トップページ 

新着情報、SNS(Facebook・Twitter・LINE)、地域交流(公開講座・出前講義等)の状況、
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交通アクセス等 

 ② 大学案内 

   学長・学部長挨拶、建学の精神、教育理念と教育目標、3 つのポリシー(アドミッショ

ン・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー) 

③ 看護学部について 

学部紹介、カリキュラム、シラバス、学位・資格、就職、教員紹介 

 ④ 入学案内 

学生の受入れ方針、入試情報、学納金と奨学金、オープンキャンパス、進学相談会、

個別相談 

 ⑤ キャンパスライフ 

   学年暦、大学祭、学生サポート、フロアマップ、施設・設備紹介、サークル活動、在

学生・教員の声、大学生活等に関する Q&A  

 ⑥ 情報公開として掲載している事項  

  ○ 寄附行為、役員一覧、建学の精神・教育目標、組織図  

○ 教員組織・教員数、教員一覧、教育・研究年報 

○ アドミッション・ポリシー、入学者数・在学者数  

○ カリキュラム・ポリシー、教育課程、シラバス、ディプロマ・ポリシー、成績の評

価、卒業要件、学位・資格 

○ アクセス、施設・設備、施設の耐震化状況、キャンパス・運動施設の概要、フロア

マップ、課外活動の状況 

○ 入学金・授業料等学生納付金、学生サポート、奨学金  

○ 公開講座、図書館設備・利用方法  

○ 学則、研究倫理、授業評価アンケート結果  

○ 財務情報、事業計画・事業報告 

○ 設置計画履行状況報告書 

○ 個人情報保護(プライバシーポリシー、ソーシャルメディアポリシー) 

 

なお、令和 2(2020)年度からは、「学校法人二戸学園中期計画」「岩手保健医療大学ガバナ

ンス・コード」「学校法人二戸学園役員及び評議員の報酬等規程」「高等教育修学支援新制度

の支援状況」ほか、法人及び大学の主要な規程(教授会規程等)を公開情報として掲載するこ

ととしている。 

 

 ▼本研究科(大学院)については、以下のような情報の公表を予定している。 

  ① 大学の教育研究上の目的に関すること(3 つのポリシーを含む。) 

  ② 教育研究上の基本組織に関すること  
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  ③ 教員組織、教員数並びに各教員の有する学位及び業績に関すること  

  ④ 入学者に関する受入れ方針及び入学者数、収容定員及び在学生数 

  ⑤ 修了生数、就職に関する情報 

  ⑥ 授業科目、シラバス、履修モデル 

  ⑦ 学修成果に係る評価及び修了認定基準に関すること 

  ⑧ 校地・校舎等施設及び設備その他の教育研究環境に関すること  

  ⑨ 入学金、授業料その他大学が徴収する費用に関すること 

  ⑩ その他の情報  

 

 

 

ⅩⅤ 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 

１．ＦＤ・ＳＤ研修会をとおした教員の資質向上 

本学では、平成 29(2017)年の開学時から、「FD 委員会」を設置し、教員の教育能力の向上

に努めている。具体的には、「FD 委員会」の活動目標を定め、①方針に沿った趣旨の各種の

研修会に該当する教員を派遣する。②外部講師を招聘し、方針に沿った研修会を開催する。

③他委員会と共同でニーズに沿った研修会を開催している。 

本研究科においても、新たに設置する大学院の「FD 委員会」を中心に、年度計画を立て組

織的に教員の能力開発や教育内容・方法の向上に取組んでいく。また、より実態を反映した

内容となるよう、現状の課題等について各教員から意見を聴取し、ニーズにあった研修を計

画する。 

学部教育にも連動する内容に関しては、大学院担当の教員以外でも参加できるようにする。

さらに、研修会の中途において必要に応じスモールグループディスカッションを取入れるな

どの研修形式にも工夫を加え、魅力的な内容とすることにも留意していく。 

【資料３５：平成 29-30 年度 FD・SD 研修会一覧】 

 

 

２．その他の研究能力向上に向けた取組み 

１）学生による授業評価の活用 

学部の「FD 委員会」では、授業内容の精選・改善により本学全体の教育の質の向上を図

る目的で、学生を対象とした授業評価アンケートを実施している。 

実施方法は、各授業科目の最終回に Google Forms を用いて実施しており、評価項目は、

①学生自身の取組み(授業に臨む姿勢や態度、自己学習、授業を受けるマナーなど)4 項目、

②授業の内容(量、難易度、満足度など)6 項目、③授業の技法(教員の話し方、教材や板書
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の使い方、資料の活用など)6 項目、④総合評価(教員の熱意、到達目標の達成具合、授業に

対する満足度など)4 項目などである。 

  なお、このアンケート結果は、Web 上で公表するとともに、その内容は、科目担当の教

員にフィードバックされ、授業評価に対する回答票(自己評価)の提出を義務付け、自らの

授業に関する課題の抽出と次年度以降の改善に役立てている。 

本研究科でも、授業科目に対する聴き取り評価も含めて、さらに詳細な調査や授業評価

アンケートを行い、教育の質の向上を図る予定である。 

 

２）自己点検・評価の活用 

  学部の自己点検・評価では、教育・研究に関する全体的な評価を行っている。これによ

り、教員は、教育・研究が適切に行われたかを確認することができ、次年度以降の資質向

上に向け取組んでいる。 

  本研究科でも、同様な仕組みで、評価結果を受け教育方法や内容の改善に取組む。 

 

３）教員相互の授業評価 

  学部においては、現在、教員相互の授業評価の実施を検討中であり、本研究科において

も教員同士の授業参観とピアレビューを行い、授業改善に役立てるシステムを構築するこ

ととしたい。 

 

４）学術集会への参加及び企画・運営 

  教員が教育及び研究に関する知識を修得、研究成果を発表する機会として積極的に学術

集会や研修会への参加を促している。これらの活動は、「研究委員会」の構成員や領域担当

教授が中心になって推進しており、学術集会での研究発表や参加した率は高率である。 

また、参加後は、学内において関係する教員向けの報告会を行い、教員間で情報を共有

することにより、さらなる研究の推進に役立てている。 

  開学 3 年目の令和元(2019)年には、全国学会である「北日本看護学会第 22 回学術集会」

が本学を中心会場として開催され、本学の教員が中心となって企画・運営し、成功裡に終

えることができた。この経験は、若手教員が看護の基礎教育の在り方について考え、学術

集会としてまとめる手法を習得する機会になるなど、多くの得るものがあった。 

さらに、令和 2(2020)年には、同じく全国学会である「日本看護学教育学会第 30 回学術

集会」が盛岡市において開催される。この学会においても本学教員が企画・運営の中心と

して参加することになっており、本学教員にとっても組織的な研修機会になることを期待

している。 

 


